
届出日と完了年月日は
原則同日

年間契約等で各月完了
する場合は原則、月末日
※月末日が休日等でも
前後にずらす必要は
ありません

具体的な日付を記入
※「契約確定の日の
翌日から●●日間」
等としないでください

契約金額欄の記載方法

・単価契約の場合は、推定総金額を記載。
・年間契約の場合は、届出月の金額を併記。
・複数回に分割して履行する場合は、届出回の金額を併記。
・単価契約かつ届出が一回で完了する場合は、履行した金額を併記。

記 載 例

年間単価契約
(各月完了)

単価契約
(不定期に完了)

年間契約
(総価契約)

分割履行
(総価契約)

単価契約
(1回で履行完了）

業者の皆様へ ～「完了届」が新しくなりました～

令和６年度より委託・工事・修理（修繕）契約における完了届の様式が統合されました。

記 載 例

警視総監 宛

契約書・請書と一致
※届出日以前に変更のあった
場合は、用度課に提出した
変更届の内容を記載

※工事場所・委託場所・履行場所等の記載は不要

契約書・請書と一致
※契約変更した場合は
変更後の内容を記載

消費税額は記載不要
※単価契約や分割履行等に
おける記載方法は
下部を参照してください


